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平成３１年用寄附金付郵便葉書等及び特殊切手 

「ラグビーワールドカップ２０１９ TM（寄附金付）」に    

付加された寄附金の配分団体等の認可について 

 

（諮問第１１８０号） 

 

 

 





 

別紙１ 

審査結果（お年玉法関係） 
日本郵便株式会社（以下「会社」という。）から認可申請のあったお年玉付

郵便葉書等に関する法律（昭和 24年法律第 224号。以下「お年玉法」とい

う。）第５条第１項の規定に基づき平成 31年用として発行された寄附金付郵

便葉書等に寄せられた寄附金の配分団体及び配分額の決定並びに当該配布団体

が守らなければならない事項及び配分金の使途についての監査に関する事項に

ついては、以下のとおりお年玉法の規定に適合していると認められることか

ら、これを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100分の 1.5に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

 

適 会社は、寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、周

知費用（リーフレット作成費等）等を

計上しているところ、会社から認可

申請に際して提出された参考資料に

おいて、当該費用の額は適切に積算

されており、妥当なものと認められ

る。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、当

該費用の額は適切に積算されており、

かつ、お年玉法第７条第２項に定める

限度額を超える部分は会社が負担す

ることとしていることから、妥当なも

のと認められる。 

 
ア 寄附金付郵便葉書等の発行及び販売

並びに寄附金の取りまとめのため特に

要した費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費、

周知費用等 

（イ）金額 

5,079,953円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及

び配分金の使途の監査のため特に要す

る費用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費、業

務委託費等 

（イ）金額 

4,298,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 286,576,132 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

4,298,641円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体 

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（お年玉法第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、 

・お年玉法第５条第２項各号のい

ずれかの事業を行う団体を対象と

していること。また、団体の適格性

に係る審査項目に不当なものは認

められないこと 

・評価については、事業の先駆性、

社会性、実現性及び緊急性を評価項

目とし、寄附金申請額、自己負担割

合、団体の財政状況を加味すること

としており、不当な項目は認められ

ないこと 

・社外有識者による審査委員会に

おいて、複数の委員による事前の評

価結果を基に審査を行っており、審

査手続は適正であると言えること 

から、妥当であると認められる。 

 また、配分金額の決定については、 

・申請団体から、申請に係る事業の

費用内訳、当該団体の財務状況等に

関する資料の提出を受け、費用の必

要性、団体の自己負担能力等を踏ま

えて配分金額を決定することとし

ていること 

・社外有識者による審査委員会に

おいて、複数の委員による事前の査

定結果を基に審査を行っており、審

査手続きは適正であると言えるこ

と 

から、妥当であると認められる。  

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金を

配分する旨を決定した事業の実

施計画以外の使途に使用しては

ならないこと 

・実施計画を変更しなければなら

ないときはあらかじめ会社の承

認を受けなければならないこと 

・配分金と他の資金を区別して経

理すること 

等、配分金の使途の適正を確保する

ために必要な事項が定められてい

ると認められる。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監査

に応じる義務、監査の実施時期及び

監査の実施方法が定められており、

監査に必要な事項が定められてい

ると認められる。 
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別紙２ 

審査結果（オリパラ特措法関係） 
日本郵便株式会社（以下「会社」という。）から認可申請のあった平成三十

二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法（平

成 27年法律第 33号。以下「オリパラ特措法」という。）第 15条に基づき発

行された寄附金付郵便葉書等に寄せられた寄附金の配分団体及び配分額の決定

並びに当該配布団体が守らなければならない事項及び配分金の使途についての

監査に関する事項については、オリパラ特措法及び同条の規定に基づき適用す

ることとされたお年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和 24年法律第 224号。

以下「お年玉法」という。）の規定に適合していると認められることから、こ

れを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100分の 1.5に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

適 会社は寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

寄附金の取りまとめに要する人件

費を計上しているところ、会社から

認可申請に際して提出された参考

資料において、当該費用の額は適切

に積算されており、妥当なものと認

められる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、

当該費用の額は適切に積算されて

おり、かつ、お年玉法第７条第２項

に定める限度額を超えないことか

ら、妥当なものと認められる。 

 
ア 「東京 2020 大会［寄附金付］年賀はが

き」の発行及び販売並びに寄附金の取り

まとめのため特に要した費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費 

（イ）金額 

2,440円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び

配分金の使途の監査のため特に要する費

用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費等 

（イ）金額 

33,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 98,749,695 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

1,481,245円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（オリパラ特措法第 15 条、お年玉

法第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、「東

京2020大会［寄附金付］年賀はが

き」は、公益財団法人東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会

組織委員会（以下「オリパラ組織

委員会」という。）が調達する大

会の運営に必要な資金に充てるこ

とを寄附目的として発行されたも

のであり、この場合、オリパラ組

織委員会は、お年玉法第５条第２

項各号の団体とみなされることが

オリパラ特措法によって定められ

ていることから、妥当であると認

められる。 

 また、配分金額の決定について

は、オリパラ組織委員会から事業

費の内訳等の提出を受け、その一

部に充てるものとして、社外有識

者による審査委員会において認め

られたものであることから、妥当

であると認められる。 

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金 

を配分する旨を決定した事業の 

実施計画以外の使途に使用して 

はならないこと 

・実施計画を変更しなければな 

らないときはあらかじめ会社の 

承認を受けなければならないこ 

と 

・配分金と他の資金を区別して 

経理すること 

等、配分金の使途の適正を確保す

るために必要な事項が定められて

いると認められる。 

 配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監

査に応じる義務、監査の実施時期

及び監査の実施方法が定められて

おり、監査に必要な事項が定めら

れていると認められる。 

 

6



別紙３ 

審査結果（ラグビー特措法関係） 
日本郵便株式会社（以下「会社」という。）から認可申請のあった平成三十

一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法（平成 27年法律第 34号。以下

「ラグビー特措法」という。）第２条に基づき発行された寄附金付郵便葉書等

に寄せられた寄附金の配分団体及び配分額の決定並びに当該配布団体が守らな

ければならない事項及び配分金の使途についての監査に関する事項について

は、ラグビー特措法及び同条の規定に基づき適用することとされたお年玉付郵

便葉書等に関する法律（昭和 24年法律第 224号。以下「お年玉法」とい

う。）の規定に適合していると認められることから、これを認可することが適

当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100分の 1.5に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

適 会社は寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

寄附金の取りまとめに要する人件

費を計上しているところ、会社から

認可申請に際して提出された参考

資料において、当該費用の額は適切

に積算されており、妥当なものと認

められる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、

当該費用の額は適切に積算されて

おり、かつ、お年玉法第７条第２項

に定める限度額を超えないことか

ら、妥当なものと認められる。 

 
ア 特殊切手「ラグビーワールドカップ

2019TM（寄附金付）」の発行及び販売並び

に寄附金の取りまとめのため特に要した

費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費 

（イ）金額 

2,440円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び

配分金の使途の監査のため特に要する費

用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費等 

（イ）金額 

33,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 12,856,080 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

192,841円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（ラグビー特措法第２条、お年玉法

第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、特

殊切手「ラグビーワールドカップ

2019TM（寄附金付）」は、公益財団

法人ラグビーワールドカップ2019

組織委員会（以下、「ラグビー組

織委員会」という。）が調達する

大会の運営に必要な資金に充てる

ことを寄附目的として発行された

ものであり、この場合、ラグビー

組織委員会は、お年玉法第５条第

２項各号の団体とみなされること

がラグビー特措法によって定めら

れていることから、妥当であると

認められる。 

 また、配分金額の決定について

は、ラグビー組織委員会から事業

費の内訳等の提出を受け、その一

部に充てるものとして、社外有識

者による審査委員会において認め

られたものであることから、妥当

であると認められる。 

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金 

を配分する旨を決定した事業の 

実施計画以外の使途に使用して 

はならないこと 

・実施計画を変更しなければな 

らないときはあらかじめ会社の 

承認を受けなければならないこ 

と 

・配分金と他の資金を区別して 

経理すること 

等、配分金の使途の適正を確保す

るために必要な事項が定められて

いると認められる。 

 配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監

査に応じる義務、監査の実施時期

及び監査の実施方法が定められて

おり、監査に必要な事項が定めら

れていると認められる。 
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平成３１年用寄附金付郵便葉書等及び特殊切手 
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平成３１年３月２９日 

総 務 省 

  



１ 

○ 寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金の配分について 
  

第１ 制度概要 

１ 日本郵便株式会社による寄附金付郵便葉書等の発行等 

     日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、お年玉付郵便

葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号。以下「お年

玉法」という。）第５条第１項及び第２項に基づき、以下の①～

⑩の事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てるこ

とを目的として寄附金付郵便葉書等を発行することができると

されている。 
①社会福祉の増進 

②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防 

③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防 

④原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助 

⑤交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通

事故の発生若しくは水難の防止 

⑥文化財の保護 

⑦青少年の健全な育成のための社会教育 

⑧健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興 

⑨開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護 

⑩地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模

に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。） 

  会社は、同法第７条第１項、第３項及び第４項に基づき、寄

附金をとりまとめた上で、配分団体及び配分金の額を決定する

とともに、以下の事項を定めることとされている。 
・配分金の使途の適正を確保するために配分団体が守らなければ

ならない事項 
・配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結

果に基づく配分金の返還に関し必要な事項 
 
２ 総務大臣の認可 

   会社は、お年玉法第７条第５項に基づき、配分団体及び配分

金を決定し、又は配分団体が守らなければならない事項や配分

金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣

の認可を受けることとされている。 
 
３ 審議会への諮問等 

お年玉法第１１条に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、

寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、情報通信行政・

郵政行政審議会に諮問することとされている。 

  



２ 

【参考】寄附金配分までの流れ 

 
 
＊1東京 2020[寄附金付]年賀はがき：公募発表（30.9.4） 

＊2 東京 2020[寄附金付]年賀はがき：申請書受付（30.11.5～11.16） 

 

第２ 日本郵便株式会社における寄附金配分の審査について 

１ 配分申請に係る要件等 

(1) 配分団体の要件 

     以下のアに該当する法人であって、イの事業を行う団体であ

ること。なお、２年連続しての配分は原則不可。 
 
     ア 社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団

法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人

（ＮＰＯ法人） 
      ※東日本大震災、平成２８年熊本地震及び平成３０年７月豪雨災害の被災

者救助・予防（復興）を目的とする事業を行う場合にあっては非営利法

人 
 
   イ お年玉法第５条第２項各号の事業 
 

(2) 申請金額（上限） 

      １件５００万円（新規事業の企画・調査・試行段階を支援す 
る「チャレンジプログラム」にあっては５０万円）。 

なお、申請は１団体１件のみ。 

会社において寄附金配分団体の公募発表(30.8.30)*１ 

団体からの申請書受付(30.9.10～11.9)＊２ 

会社から配分団体に配分額等を通知 

会社から認可申請書提出(31.2.25) 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(31.3.29) 

総務大臣認可 

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 

関係府省への協議 

会社における審査 
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２ 審査方法 

(1) 形式審査 

    申請団体が団体要件を満たしていること等、形式的な要件

を満たしているかを審査。 

 

(2) 配分審査（有識者からなる審査委員会） 

    原則として、以下の方法により審査 

   ア 審査項目 

       【申請事業に期待する項目】 

         ・先駆性（先駆性が高く発展性のある事業） 

・社会性（社会的ニーズとその社会的波及効果の高い 

事業） 

     ・実現性（事業計画が明確化され、実現性が高く継続・

発展が見込める事業） 

     ・緊急性（緊急性の高い事業） 

 

【定量的条件の配慮】 

・年賀寄附金申請額がより小さい方を優先 

・申請事業の事業総額に占める自己負担金の割合が高 

 い方を優先 

・団体の前年度決算における繰越剰余金額がより小さ 

   い方を優先 

 

   イ 審査手順 

      申請１件当たり２名の審査委員が、上記アの「申請事業

に期待する４項目」を評価し、得点を算出。同点数の案件

があった場合は、事務局が上記アの「定量的条件の配慮」

を加味して優先順位付け。 

        また、２名の審査委員は、費用の必要性、団体の自己負

担能力等を踏まえて配分金額を査定。 

その結果を審査委員会において審議。 
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第３ 日本郵便株式会社からの申請内容 

１ 配分団体・配分金 

   １８２団体、２９７，５２５，０００円 

   個々の配分団体・配分金の金額は参考資料 P６～のとおり。 

 

【参考１】平成３１年の寄附金額 
 販売枚数（枚） 寄附金額（円） 

寄附金付年賀葉書 

(６２円＋寄附金５円) 
５２，０７４，５５４ ２６０，３７２，７７０ 

寄附金付年賀切手 

(６２円＋寄附金３円) 
７，９８９，２５９ ２３，９６７，７７７ 

寄附金付年賀切手 

(８２円＋寄附金３円) 
７４５，１９５ ２，２３５，５８５ 

合計 ６０，８０９，００８ ２８６，５７６，１３２ 

   

【参考２】配分原資と配分金 
寄附金額① ２８６，５７６，１３２円 

前年からの繰越金② ３６，３６９，６２６円 

配分費用③ ９，３７８，５９４円 

配分原資④（①＋②－③） ３１３，５６７，１６４円 

配分金⑤ ２９７，５２５，０００円 

繰越金（④－⑤） １６，０４２，１６４円 

 

【参考３】事業別配分状況 

  ＊１：平成３１年用配分より公募開始  

＊２：万円未満は四捨五入のため、計と一致しない 

 

 

事業＼項目 
平成３０年用 平成３１年用（案） 

件数 金額（万円） 件数 金額（万円） 

１号事業（社会福祉増進） 112 17,618 123 19,867 

２号事業（非常災害救助・予防） 25 6,636 23 5,347 
（再掲）東日本大震災、平成 28 年熊本地震及び平成

30 年 7月豪雨災害＊１ 
21 5,763 18 4,663 

３号事業（特殊疾病治療・予防） 2 750 4 995 

４号事業（原爆治療・援助） 0 0 0 0 

５号事業（交通事故・水難） 2 336 0 0 

６号事業（文化財保護） 1 45 2 450 

７号事業（青少年健全育成） 28 3,521 26 2,549 

８号事業（健康保持増進） 1 36 3 145 

９号事業（海外留学生援護） 1 336 0 0 

10 号事業（地球環境保全） 3 791 1 400 

計＊２ 175 30,070 182 29,753 
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【参考４】団体からの申請と採択状況 

団体からの申請 会社の配分(案) 採択率 

件数 金額(万円) 件数 金額(万円) 件数 金額 

734 187,534 182 29,753 24.8％ 15.9％ 

(846) (222,541) (175) (30,070) (20.7％) (13.5％) 

（万円未満は四捨五入、括弧内は前年） 

 

２ 配分団体が守らなければならない事項 

   配分団体が守らなければならない事項として 

・配分金は、会社が当該配分金を配分する旨を決定した事業

の実施計画以外の使途に使用してはならないこと。 

・実施計画を変更しなければならないときはあらかじめ会社 

の承認を受けなければならないこと 

・配分金と他の資金を区別して経理すること 

  等が定められている。 

 

３ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項として、配分団体

が監査に応じる義務、監査の実施時期及び監査の実施方法が定

められている。 
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第４ 審査結果（お年玉法関係） 

会社から認可申請のあったお年玉法第５条第１項の規定に基

づき平成３１年用として発行された寄附金付郵便葉書等に寄せ

られた寄附金の配分団体及び配分額の決定並びに当該配布団体

が守らなければならない事項及び配分金の使途についての監査

に関する事項については、以下のとおりお年玉法の規定に適合

していると認められることから、これを認可することが適当で

ある。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100 分の 1.5 に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

 

適 会社は、寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

周知費用（リーフレット作成費等）

等を計上しているところ、会社から

認可申請に際して提出された参考資

料において、当該費用の額は適切に

積算されており、妥当なものと認め

られる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、当

該費用の額は適切に積算されており、

かつ、お年玉法第７条第２項に定める

限度額を超える部分は会社が負担す

ることとしていることから、妥当なも

のと認められる。 

 
ア 寄附金付郵便葉書等の発行及び販売

並びに寄附金の取りまとめのため特に

要した費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費、

周知費用等 

（イ）金額 

5,079,953 円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及

び配分金の使途の監査のため特に要す

る費用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費、業

務委託費等 

（イ）金額 

4,298,641 円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 286,576,132 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

4,298,641 円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体 

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（お年玉法第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、 

・お年玉法第５条第２項各号のいず

れかの事業を行う団体を対象とし

ていること。また、団体の適格性に

係る審査項目に不当なものは認め

られないこと 

・評価については、事業の先駆性、

社会性、実現性及び緊急性を評価項

目とし、寄附金申請額、自己負担割

合、団体の財政状況を加味すること

としており、不当な項目は認められ

ないこと 

・社外有識者による審査委員会にお

いて、複数の委員による事前の評価

結果を基に審査を行っており、審査

手続は適正であると言えること 

から、妥当であると認められる。 

 また、配分金額の決定については、 

・申請団体から、申請に係る事業の

費用内訳、当該団体の財務状況等に

関する資料の提出を受け、費用の必

要性、団体の自己負担能力等を踏ま

えて配分金額を決定することとし

ていること 

・社外有識者による審査委員会にお

いて、複数の委員による事前の査定

結果を基に審査を行っており、審査

手続きは適正であると言えること 

から、妥当であると認められる。  

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金を

配分する旨を決定した事業の実

施計画以外の使途に使用しては

ならないこと 

・実施計画を変更しなければなら

ないときはあらかじめ会社の承

認を受けなければならないこと 

・配分金と他の資金を区別して経

理すること 

等、配分金の使途の適正を確保する

ために必要な事項が定められてい

ると認められる。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監査

に応じる義務、監査の実施時期及び

監査の実施方法が定められており、

監査に必要な事項が定められてい

ると認められる。 
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○ 「東京２０２０大会［寄附金付］年賀はがき」に付加され

た寄附金の配分について 
 

第１ 制度概要 

   「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ

ック競技大会特別措置法」（平成２７年法律第３３号。以下「オ

リパラ特措法」という。）第１５条に基づき、会社は、公益財団

法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以

下「オリパラ組織委員会」という。）が調達する大会の準備及び

運営に必要な資金に充てることを寄附目的として寄附金付郵便

葉書等を発行することが可能とされている。 

   この場合、オリパラ組織委員会をお年玉法の配分対象団体と

みなして、お年玉法を適用することとされている。このため、

寄附金の配分については、通常の寄附金付郵便葉書等と同様の

手続きをとることとなる。 

 

第２ 寄附金配分の審査について 

 １ 配分申請に係る要件等 

 （1）配分団体の要件 

    配分団体はオリパラ組織委員会のみ（大会の準備及び運営の

事業） 

 

(2) 申請金額（上限） 

      上限額なし。 

      なお、申請は１件のみ。 

 

  ２ 審査方法 

  (1) 形式審査 

    必要書類が提出されていること等、形式的な要件を満たして 

いるかを審査。 

 

  (2) 配分審査（有識者からなる審査委員会） 

    申請事業が大会の準備及び運営に係るものであること、費用 

の必要性等を審査。 
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第３ 日本郵便株式会社からの申請内容 

 １ 配分団体・配分金 

   配分団体：オリパラ組織委員会 

配分金：９８,７１３,６１４円 

  

【参考１】平成３１年の寄附金額 

 販売枚数（枚） 寄附金額（円） 

寄附金付年賀葉書 

(６２円＋寄附金５円) 
１９，７４９，９３９ ９８，７４９，６９５ 

合計 １９，７４９，９３９ ９８，７４９，６９５ 

 

【参考２】配分原資と配分金 
寄附金額① ９８，７４９，６９５円 

配分費用② ３６，０８１円 

配分金（①－②） ９８，７１３，６１４円 

 

【参考３】事業内容 

技術役員ユニフォームの開発にかかる事業 

（競技審判、時間計測業務従事者等のユニフォームのデザイン開

発と調達） 

 

 ２ 配分団体が守らなければならない事項 

   配分団体が守らなければならない事項として 

・配分金は、会社が当該配分金を配分する旨を決定した事業

の実施計画以外の使途に使用してはならないこと。 

・実施計画を変更しなければならないときはあらかじめ会社

の承認を受けなければならないこと 

・配分金と他の資金を区別して経理すること 

  等が定められている。 

 

３ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項として、配分団体 

が監査に応じる義務、監査の実施時期及び監査の実施方法が定

められている。 
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第４ 審査結果（オリパラ特措法関係） 

   会社から認可申請のあったオリパラ特措法第１５条に基づき

発行された寄附金付郵便葉書等に寄せられた寄附金の配分団体

及び配分額の決定並びに当該配布団体が守らなければならない

事項及び配分金の使途についての監査に関する事項については、

オリパラ特措法及び同条の規定に基づき適用することとされた

お年玉法の規定に適合していると認められることから、これを

認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100 分の 1.5 に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

適 会社は寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

寄附金の取りまとめに要する人件

費を計上しているところ、会社から

認可申請に際して提出された参考

資料において、当該費用の額は適切

に積算されており、妥当なものと認

められる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、

当該費用の額は適切に積算されて

おり、かつ、お年玉法第７条第２項

に定める限度額を超えないことか

ら、妥当なものと認められる。 

 
ア 「東京2020 大会［寄附金付］年賀はが

き」の発行及び販売並びに寄附金の取り

まとめのため特に要した費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費 

（イ）金額 

2,440円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び

配分金の使途の監査のため特に要する費

用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費等 

（イ）金額 

33,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 98,749,695 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

1,481,245円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（オリパラ特措法第 15 条、お年玉

法第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、「東

京2020大会［寄附金付］年賀はが

き」は、オリパラ組織委員会が調

達する大会の運営に必要な資金に

充てることを寄附目的として発行

されたものであり、この場合、オ

リパラ組織委員会は、お年玉法第

５条第２項各号の団体とみなされ

ることがオリパラ特措法によって

定められていることから、妥当で

あると認められる。 

 また、配分金額の決定について

は、オリパラ組織委員会から事業

費の内訳等の提出を受け、その一

部に充てるものとして、社外有識

者による審査委員会において認め

られたものであることから、妥当

であると認められる。 

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金 

を配分する旨を決定した事業の 

実施計画以外の使途に使用して 

はならないこと 

・実施計画を変更しなければな 

らないときはあらかじめ会社の 

承認を受けなければならないこ 

と 

・配分金と他の資金を区別して 

経理すること 

等、配分金の使途の適正を確保す

るために必要な事項が定められて

いると認められる。 

 配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監

査に応じる義務、監査の実施時期

及び監査の実施方法が定められて

おり、監査に必要な事項が定めら

れていると認められる。 
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○ 特殊切手「ラグビーワールドカップ２０１９TM（寄附金付）」

に付加された寄附金の配分について 
 

第１ 制度概要 

   「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」（平

成２７年法律第３４号。以下「ラグビー特措法」という。）第２

条に基づき、会社は、公益財団法人ラグビーワールドカップ  

２０１９組織委員会（以下「ラグビー組織委員会」という。）が

調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附

目的として寄附金付郵便葉書等を発行することが可能とされて

いる。 

   この場合、ラグビー組織委員会をお年玉法の配分対象団体と

みなして、お年玉法を適用することとされている。このため、

寄附金の配分については、通常の寄附金付郵便葉書等と同様の

手続きをとることとなる。 

 

【参考】寄附金配分までの流れ  

 
 

 

 

 

 

会社において寄附金配分団体の公募発表(30.8.10) 

団体からの申請書受付(30.11.5～11.16) 

会社から配分団体に配分額等を通知 

会社から認可申請書提出(31.2.25) 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(31.3.29) 

総務大臣認可 

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 

関係府省への協議 

会社における審査 
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第２ 寄附金配分の審査について 

 １ 配分申請に係る要件等 

 （1）配分団体の要件 

    配分団体はラグビー組織委員会のみ 

（大会の準備及び運営の事業） 

 

(2) 申請金額（上限） 

      上限額なし。 

      なお、申請は１件のみ。 

 

  ２ 審査方法 

  (1) 形式審査 

    必要書類が提出されていること等、形式的な要件を満たして 

いるかを審査。 

 

  (2) 配分審査（有識者からなる審査委員会） 

    申請事業が大会の準備及び運営に係るものであること、費用 

の必要性等を審査。 

 

第３ 日本郵便株式会社からの申請内容 

 １ 配分団体・配分金 

   配分団体：ラグビー組織委員会 

配分金：１２，８１９,９９９円 

  

【参考１】平成３１年の寄附金額 

 販売枚数（枚） 寄附金額（円） 

寄附金付郵便切手 

(８２円＋寄附金１０円) 
１，２８５，６０８ １２，８５６，０８０ 

合計 １，２８５，６０８ １２，８５６，０８０ 

 

【参考２】配分原資と配分金 
寄附金額① １２，８５６，０８０円 

配分費用② ３６，０８１円 

配分金（①－②） １２，８１９，９９９円 

 

【参考３】事業内容 

  ラグビーワールドカップ２０１９大会１００日前イベント開催 

 



１５ 

 ２ 配分団体が守らなければならない事項 

   配分団体が守らなければならない事項として 

・配分金は、会社が当該配分金を配分する旨を決定した事業

の実施計画以外の使途に使用してはならないこと。 

・実施計画を変更しなければならないときはあらかじめ会社

の承認を受けなければならないこと 

・配分金と他の資金を区別して経理すること 

  等が定められている。 

 

３ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項として、配分団体 

が監査に応じる義務、監査の実施時期及び監査の実施方法が定め

られている。 
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第４ 審査結果（ラグビー特措法関係） 

   会社から認可申請のあったラグビー特措法第２条に基づき発

行された寄附金付郵便葉書等に寄せられた寄附金の配分団体及

び配分額の決定並びに当該配布団体が守らなければならない事

項及び配分金の使途についての監査に関する事項については、

ラグビー特措法及び同条の規定に基づき適用することとされた

お年玉法の規定に適合していると認められることから、これを

認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100 分の 1.5 に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

適 会社は寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

寄附金の取りまとめに要する人件

費を計上しているところ、会社から

認可申請に際して提出された参考

資料において、当該費用の額は適切

に積算されており、妥当なものと認

められる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、

当該費用の額は適切に積算されて

おり、かつ、お年玉法第７条第２項

に定める限度額を超えないことか

ら、妥当なものと認められる。 

 
ア 特殊切手「ラグビーワールドカップ

2019TM（寄附金付）」の発行及び販売並び

に寄附金の取りまとめのため特に要した

費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費 

（イ）金額 

2,440円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び

配分金の使途の監査のため特に要する費

用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費等 

（イ）金額 

33,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 12,856,080 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

192,841円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（ラグビー特措法第２条、お年玉法

第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、特

殊切手「ラグビーワールドカップ

2019TM（寄附金付）」は、ラグビー

組織委員会が調達する大会の運営

に必要な資金に充てることを寄附

目的として発行されたものであ

り、この場合、ラグビー組織委員

会は、お年玉法第５条第２項各号

の団体とみなされることがラグビ

ー特措法によって定められている

ことから、妥当であると認められ

る。 

 また、配分金額の決定について

は、ラグビー組織委員会から事業

費の内訳等の提出を受け、その一

部に充てるものとして、社外有識

者による審査委員会において認め

られたものであることから、妥当

であると認められる。 

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金 

を配分する旨を決定した事業の 

実施計画以外の使途に使用して 

はならないこと 

・実施計画を変更しなければな 

らないときはあらかじめ会社の 

承認を受けなければならないこ 

と 

・配分金と他の資金を区別して 

経理すること 

等、配分金の使途の適正を確保す

るために必要な事項が定められて

いると認められる。 

 配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第５項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監

査に応じる義務、監査の実施時期

及び監査の実施方法が定められて

おり、監査に必要な事項が定めら

れていると認められる。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 
 
 
 





【東京２０２０大会［寄附金付］年賀葉書（６２円＋寄附金５円）】 
■意匠：東京２０２０大会公式マスコット「ミライトワ」、「ソメイティ」 
１ 無地（インクジェット紙） 

          
 
２ 絵入り 
  【宛名面】         【通信面】 

     
 
３ 特殊印刷 
  【宛名面】         【通信面】 

   

  

©Tokyo 2020 

©Tokyo 2020 

©Tokyo 2020 
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２ 特殊切手「ラグビーワールドカップ２０１９™（寄附金付）」 
 
【特殊切手「ラグビーワールドカップ２０１９™（寄附金付）」（８２円＋寄附金１０円】 
■意匠：ユニティグラフィック、ウェブ・エリス・カップ、公式ボール、公式マスコ

ット「レンジー」 
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３ 日本郵便株式会社の審査委員及び評価委員 

年賀寄附金審査委員（平成３１年２月現在） 

氏 名 主要現職等 

委員長 田中
た な か

 皓
ひろし

 公益財団法人助成財団センター 専務理事 

委 員 浅野
あ さ の

 幸子
さ ち こ

 減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表 

 國
く に

松
ま つ

 秀樹
ひ で き

 元財団法人キリン福祉財団 常務理事 

 小西
こ に し

 敦
あつし

 静岡県立大学経営情報学部 教授 

 新海
しんかい

 洋子
よ う こ

 特定非営利活動法人市民社会研究所 専門研究員 

 髙
た か

橋
は し

 陽子
よ う こ

 公益社団法人日本フィランソロピー協会 理事長 

 髙宮
たかみや

 洋一
よういち

 城西国際大学環境社会学部 教授 

 野村
の む ら

 義人
よしひと

 公益財団法人三井住友海上福祉財団 専務理事 

 長谷川
は せ が わ

 雅子
ま さ こ

 一般財団法人ＣＳＯネットワーク 事務局次長 

 服部
はっとり

 篤子
あ つ こ

 一般社団法人ＤＳＩＡ 代表理事 

 原田
は ら だ

 正樹
ま さ き

 日本福祉大学 学長補佐 

 水谷
みずたに

 衣里
え り

 株式会社風とつばさ 代表取締役 

 茂木
も ぎ

 義
よ し

三郎
さぶろう

 元公益財団法人三菱財団 常務理事 

 山内
やまうち

 直人
な お と

 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授 

 

年賀寄附金評価委員（平成３１年２月現在） 

氏 名 主要現職等 

委員長 片
か た

山
や ま

 正
ま さ

夫
お

 公益財団法人セゾン文化財団 理事長 

委 員 川
か わ

北
き た

 秀
ひ で

人
と

 IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］設立・代表者 

 佐
さ

野
の

 真理子
ま り こ

 主婦連合会 参与 

 南
な

島
じ ま

 和
か ず

久
ひ さ

 新潟大学法学部 教授 
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配分団体総数 183団体 配分額総額 396,238,614円

(1) 一般助成（164団体 250,898,000円）

①社会福祉の増進を目的とする事業（123団体 198,667,000円）

名称

あむ
064-
0809

北海道札幌市中央区南９条西１３丁目１番４０号
相談支援事業 相談室ぽぽの利用者宅訪問、外出支援のための送迎用車両
の増備事業

800,000

グループホームいちご畑
071-
8122

北海道旭川市末広東２条１３丁目１番１０号 「グループホーム(認知症対応型共同生活介護)」除雪車更新事業 1,800,000

当麻柏陽会
078-
1316

北海道上川郡当麻町６条東４丁目６番１号
地域密着型特別養護老人ホーム当麻柏陽園の入所者の通院・外出等送迎車
両の新規購入事業

822,000

ボラナビ
060-
0061

北海道札幌市中央区南１条西７丁目１２番地５ 大
通パークサイドビル３階

一人暮らしの方の孤独死を防ぐ孤独死防止サービス事業 500,000

塩谷福祉会
048-
2672

北海道小樽市塩谷４丁目７２番地
就労継続支援B型事業ワークメイトの弁当配達・利用者移動等の為の車輛の
更改事業

1,200,000

当麻町社会福祉協議会
078-
1314

北海道上川郡当麻町４条東２丁目１６番３号 当麻
町農村環境改善センター

介護保険利用者の通院のための送迎用車両の整備事業 804,000

札幌チャレンジド
060-
0807

北海道札幌市北区北７条西６丁目１番地 北苑ビル
２Ｆ

障がい者の働き方改革に向けた、在宅就労パソコン（PC）機密保持システ
ムの構築によるA型賃金の向上

2,043,000

岩見沢光明舎
068-
0002

北海道岩見沢市２条東１４丁目２番地
指定障害サービス事務所の新規事業開拓のための、ごみ袋製造機械の新規
設置事業

4,500,000

旭川ＮＰＯサポートセンター
070-
8002

北海道旭川市神楽２条８丁目１－１０ ニューライ
フコーポB－１１６

北海道空き家対策ネットワーク構築による、生活困窮者の就労訓練事業 4,410,000

北海道ＮＰＯファンド
064-
0808

北海道札幌市中央区南８条西２丁目５－７４ 市民
活動プラザ星園２０１号室

非営利公益活動の集合的成果を拡大するための社会的インパクト評価促進
事業

500,000

北海道NPOサポートセンター
064-
0808

北海道札幌市中央区南８条西２丁目５－７４ 市民
活動プラザ星園２０１号室

ソーシャル活動でキャリアデザインを描くための分野横断型実践的学びの
場「ＮＰＯの学校」を開校する。

1,148,000

古平福祉会
046-
0194

北海道古平郡古平町大字歌棄町２０４番地
地域生活総合支援センター「いこいの家」ボイラー設備の故障による更新
事業

3,750,000

地域生活支援ネットワークきらり
071-
8141

北海道旭川市春光台１条１丁目４番３３号
しょうがいのある子どもたちが、安心して園庭で遊ぶことができ、また楽
しく遊ぶための環境整備事業

3,420,000

小坂ふくし会
017-
0202

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２５番地２ あかしあの郷の送迎・通院・外出用車両の購入。 1,600,000

盛岡山王会
020-
0813

岩手県盛岡市東山二丁目５番１５号 入居者通院用福祉車両更改事業 1,800,000

ワンファミリー仙台
980-
0802

宮城県仙台市青葉区二日町４－２６ リバティーハ
イツ二日町１０２

保証人のいない福祉制度対象者が、円滑に福祉制度を利用できるよう保証
人の代替の仕組みを検討する事業

3,548,000

ユニバーサルデザイン・結
960-
8142

福島県福島市小倉寺字中ノ内２７－１０ 見て、触れて、共に学ぶＵＤのこころ育成事業 500,000

郡山コスモス会
963-
0209

福島県郡山市御前南６丁目１３番地
キッチンコスモス就労継続支援A型の弁当配製造・販売事業拡大のため、配
達車両の増車事業

720,000

ふくしま成年後見センター
960-
8111

福島県福島市五老内町６－４ フジコーポラス１０
１

判断能力が不十分な者、一人暮らし高齢者等を支援するための成年後見・
たすけあい事業

500,000

和耕会
303-
0042

茨城県常総市坂手町字南原１２３１番１
障害福祉サービス事業所和耕学園就労継続支援B型利用者移送・農業用機材
製品運搬のための車輌の更改事業

1,440,000

葛城福祉会
305-
0831

茨城県つくば市西大橋本郷４５７－２
地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者送迎車両
の更改事業

634,000

にっこりの森
300-
3253

茨城県つくば市大曽根２９２０ 堀井テナントⅡ２
F

障害福祉サービス生活介護事業の利用者の送迎・外出用車両の増備事業 1,710,000

永翔会
311-
3826

茨城県行方市矢幡２０２７－６ 龍翔寺こども園の登園・降園・園外保育送迎車輌の更改事業 1,600,000

ｋｏｓｏｄａｔｅ はぐはぐ
305-
0035

茨城県つくば市松代４－１０－１２
働く親とその子どもが安心して自宅療養するための家庭訪問型病児保育事
業

500,000

埼玉県セルプセンター協議会
330-
0804

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－４１－７
障害者支援施設製品委託販売店の在庫売上管理効率化のためのＰＯＳレジ
整備事業

369,000

いちかわ市民文化ネットワーク
272-
0834

千葉県市川市国分７－１２－５
障がい者就労青年の癒しと活力を産み出す交流拠点「いるんおるんチャレ
ンジド・カフェ」事業

500,000

千葉いのちの電話
260-
0012

千葉県千葉市中央区本町３－１－６ ＣＩＤビル 電話相談員の相談対応力アップのための研修事業 (第三次) 500,000

ワーカーズ・コレクティブくれよん
243-
0213

神奈川県厚木市飯山２１２０－１ 児童デイサービスで使用する送迎・外出用車両の増備事業 1,200,000

翔の会
253-
0008

神奈川県茅ヶ崎市芹沢７８６
ともしびショップ（食堂）で生活困窮者等が就労準備の為の体験学習をす
る為の厨房機器の新規設備事業

729,000

ビーハッピー
259-
1322

 神奈川県秦野市渋沢１４８０-１ 生活介護施設みのりの家の外出・送迎用車両の更改事業 543,000

かまくら認知症ネットワーク
247-
0053

神奈川県鎌倉市今泉台４－１１－２ 若年性認知症生活サポート事業 500,000

虹の谷
400-
0845

山梨県甲府市上今井町２６０－６ 五幸ビル４Ｆ 健全育成を目的とした子どもたちのためのファーム教室 500,000

５ 平成31年用として発行した寄附金付お年玉付郵便葉書及び寄附金付お年玉付郵便切手に付加された寄附金の配分団体及び配分
額について

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所
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名称

風の子会
125-
0031

東京都葛飾区西水元５－１１－３
重度障がい者の自立と地域生活への移行を目指す本人と家族への支援事業
Ⅱ

500,000

緑愛会
190-
0161

東京都あきる野市入野８１１番地 あたご苑での食事運搬のため新規温冷配膳車設置事業 900,000

みその福祉会
175-
0094

東京都板橋区成増４－１４－１８
特別養護老人ホームケアタウン成増の入所者の安全確保及び介護者負担軽
減の為の介護リフト設置事業（機器の購入）

360,000

つばさ
113-
0022

東京都文京区千駄木４－２３－１４ 障がい児・者の自立支援とボランティア育成のための合宿事業 447,000

碁スカイパーク
136-
0073

東京都江東区北砂６－１９－１１ コスモ大島１０
１

囲碁を通じた青少年の健全育成教室事業 500,000

日本点字技能師協会
169-
8664

東京都新宿区西早稲田二丁目１８番２号 日本盲人
福祉センター内

点訳者のスキルアップと資格チャレンジのための研修会事業 400,000

いのちの電話
102-
0071

東京都千代田区富士見１－２－３２ 電話相談員の相談対応力スキルアップのための研修等事業 300,000

ことばの道案内
169-
0075

東京都新宿区高田馬場１－４－２１ サンパークマ
ンション１０２号

「オリンピック、パラリンピックに向けた視覚障がい者の自立歩行のため
のことばの地図製作事業」

2,385,000

日本ファンドレイジング協会
105-
0004

東京都港区新橋５－７－１２ ひのき屋ビル７階 遺贈寄付に関わる中間支援団体の機能強化のための研修事業 3,829,000

ＨＡＩＣＳ研究会
101-
0064

東京都千代田区神田猿楽町２－７－３ ＨＫパーク
ビルⅢ７階

介護施設や在宅医療で働く介護職員を対象に感染対策講習会を開催する事
業

1,800,000

楽の会リーラ
170-
0002

東京都豊島区巣鴨３－１６－１２ 第２塚本ビル２
階２０２号室

「ひきこもり等の自主的地域家族会の活動定着・周知のための支援事業」 1,687,000

男女平等参画推進みなと
108-
0075

東京都港区港南３－４－８－１１１１ DV被害や虐待等を受けた女性や子どもの自立に向けた支援事業 1,260,000

男女共同参画おおた
143-
0016

東京都大田区大森北２－３－１５ 第１５下川ビル
４階

LGBT支援者のための相談員養成研修 1,387,000

日本基金
101-
0021

東京都千代田区外神田２－１－４ 大京ビル松住町
別館４０５号

農福連携産品(障害者が主体的に関わって生産加工された産品）のブラン
ディング・販売促進事業

3,185,000

グッドネイバーズカンパニー
141-
0032

東京都品川区大崎２丁目９－１－３４０８
口腔機能に特化したフレイル予防「くちビルディング選手権」の地域展開
を支えるファシリテーター養成事業

3,200,000

チャレンジャー支援機構
184-
0004

東京都小金井市本町１－６－１７ 若林ビル１０１
知的障害者就労支援Ｂ型施設パン工房モナモナ工賃アップの為の施設増改
築工事に伴うパン製造機器の増備設置事業

1,545,000

つばさ福祉会
394-
0004

長野県岡谷市神明町四丁目１１番１４号
「希望の里つばさ」利用者の送迎用車輌(寄附金付お年玉郵便葉書等寄附金
受配車平成１６年用)の更改事業

1,419,000

伊那芸術文化協会
396-
0025

長野県伊那市荒井３５００－１ いなっせビル５階
団体事務室Ｂ

高齢者福祉施設の利用者のためのアート・デリバリー事業 500,000

信濃の星
381-
2226

長野県長野市川中島町今井１３８７－５ 緊急時対応の非常口（避難経路）設置のための改修事業 1,980,000

つるみね福祉会
394-
0048

長野県岡谷市川岸上４－１２－５１
入所児童の一時利用及び退所児童のための住宅を使った養育支援充実を図
るための事業

2,835,000

ながのコロニー
388-
8011

長野県長野市篠ノ井布施五明４６４番地１
障害者就労継続支援Ａ型事業所の製本業務拡大のためのミシン入れ機の更
新事業

4,500,000

フードバンク信州
381-
0034

長野県長野市大字高田１０２９番地１ 「食」を通したセーフティネットを創出のためのフードバンク事業 1,044,000

長野県ＮＰＯセンター
381-
0034

長野県長野市大字高田１０２９－１ エンドウビル
１Ｆ

地域課題解決を目指すみんなのポータルサイト「ナガクル」充実・県内発
展事業

500,000

日本聴導犬協会
399-
4301

長野県上伊那郡宮田村７０３０－１
『聴覚障がい者500名様に、目で見、実感できる無料聴導犬体験デモ』提供
事業

960,000

阿賀町社会福祉協議会
959-
4402

新潟県東蒲原郡阿賀町津川６６４番地 上川高齢者生活福祉センター送迎用車両の増車事業 1,300,000

新潟市中央福祉会
951-
8063

新潟県新潟市中央区古町通１３番町５１４９－1
ワークセンター日和山の就労継続支援Ｂ型事業内における、クリーニング
事業での生産設備機械の増備事業

2,700,000

おあしす新川
939-
0642

富山県下新川郡入善町上野２８０３番地 デイサービスおあしす新川利用者の送迎車両の更改事業 1,200,000

愛和報恩会
939-
2417

富山県富山市八尾町西川倉２３－１ グループホームを利用する障がい者の送迎・通院・外出車両の更改事業 1,600,000

福井芸術文化フォーラム
910-
0019

福井県福井市春山２－７－１ 福井市文化会館内
視覚や聴覚に障がいのある人が文化施設に安心して来られる環境整備を実
践する人材育成アクセシビリティ研修

300,000

えん
414-
0006

静岡県伊東市松原７７１－１２
「子どもも、高齢者も、障害者も」みんなで使える施設の、安全性向上の
ための改築工事

3,600,000

コスモス福祉会
491-
0847

愛知県一宮市大和町宮地花池字中道５番地２
障害福祉サービス事業所かすみ草の利用者工賃向上のためのフードプリン
ターの新規設置事業

1,170,000

愛知家族会
489-
0924

愛知県瀬戸市城ヶ根町４７の６３ 薬物依存症問題解決フォーラム開催 261,000

フェミニストサポートセンター・東海
461-
0004

愛知県名古屋市東区葵３丁目２５－２０ ニュー
コーポ千種橋５０３

ＤＶ・性暴力被害者支援員養成とスキルアップのための講座実施事業 3,420,000

ミーネット
460-
0011

愛知県名古屋市中区大須４丁目１１番地３９号 川
本ビル２階

就労世代のがん患者が治療と仕事を両立するためのピアサポートによる相
談支援事業

500,000

はたらくねっと
506-
0054

岐阜県高山市岡本町２丁目２５０番地１
障がいを持たれた方の為の送迎サービス事業として利用・送迎として使
用・車両不足の為新規配備

1,800,000

洗心之家
501-
1106

岐阜県岐阜市石谷７７０番地２２ 更生保護施設洗心之家の寮生の送迎用車両の増備事業 529,000

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所
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名称

障害者自立センターつっかいぼう
502-
0843

岐阜県岐阜市早田東町８丁目４番１ パセール長良
１０３号

居宅介護等事業所及び就労継続支援Ｂ型事業所の障害者の自立支援活動に
使用する車両の更改事業

720,000

飛騨市障がいのある人を支える会
506-
1156

岐阜県飛騨市神岡町山田２３５８番地２
福祉サービス事業所ピースの利用者のアルミ缶等回収作業・施設外活動の
移動・送迎用車両の新規配備事業

1,056,000

人と動物の共生センター
500-
8225

岐阜県岐阜市岩地２－４－３
高齢者がペットと共に身も心も健康に生きられる社会のための『ペット後
見互助会』普及事業

720,000

弘仁会
518-
0504

三重県名張市神屋７６５番地 国津園居宅介護支援事業所の利用者宅への訪問の為の車輌整備事業 560,000

ときわ会 藍ちゃんの家
516-
0041

三重県伊勢市常磐２－１０－１２
配食部門での、食を通した地域貢献を継続するための、老朽化した真空包
装機器の更改事業

617,000

滋賀県難病連絡協議会
520-
0044

滋賀県大津市京町４丁目３－２８ 滋賀県厚生会館
別館２階

難病患者が住みよいまちづくりのためのモデル事業 430,000

あめんど
520-
2133

滋賀県大津市野郷原２－３－７
「不登校・ひきこもりの子ども・若者を支援するための成長できる居場所
づくり事業」

1,980,000

アイ・コラボレーション
525-
0034

滋賀県草津市草津二丁目５番１６号
京都駅と周辺の地上地下のバリアフリー移動を案内するマップを作成し、
多様な移動制約者に配布する事業

2,000,000

ふくし夢工房
620-
0303

京都府福知山市大江町金屋７２４番地
通所介護事業所の利用者送迎及び外出行事と災害時の地域高齢者、障害者
等の移送の為の車両新規配備

1,980,000

舞鶴市社会福祉協議会
625-
0087

京都府舞鶴市字余部下１１６７番地 地域要支援者のための訪問介護員の訪問用車両の更改。 600,000

あらぐさ福祉会
617-
0813

京都府長岡京市井ノ内広海道４２－３ 災害時のための自家発電機の購入 270,000

博愛福祉会
625-
0025

京都府舞鶴市字市場３９０番地 デイサービスセンターグリーンプラザ博愛の送迎用車両の更改事業 1,200,000

吉野コスモス会
638-
0821

奈良県吉野郡大淀町下渕８５４－１ 共同生活援助事業の安全性向上のためのスプリンクラー設備整備事業 4,058,000

ともに
630-
8101

奈良県奈良市青山８丁目１０４番地 重症心身障がい児通所施設の屋根・壁の補修・改修、トイレの増設事業 2,970,000

みなべ町社会福祉協議会
645-
0004

和歌山県日高郡みなべ町芝４４７－２
みなべ町社会福祉協議会で実施している就労体験事業として行っている農
園で使用するトラクターを新規に配備する事業

960,000

よりみち
649-
7114

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西飯降６１３番地の
１

ひきこもりがちな若者達のフリースペースの確保。若者と家族支援する事
業。

328,000

自立生活センターいしずえ
574-
0011

大阪府大東市北条五丁目２番１５号
障がい者・高齢者（要介護認定等）の通院・外出支援等のための福祉車両
による福祉移送事業

860,000

寝屋川あいの会
572-
0042

大阪府寝屋川市東大利町１１－１ しみずビル２階 虚弱な高齢者が地域で安心して暮らせるための助け合い活動事業 3,600,000

エスビューロー
567-
0046

大阪府茨木市南春日丘７丁目５番８号 小児がんＡＹＡ世代の早期老化抑制のためのフレイル予防啓発事業 2,780,000

街かど福祉
550-
0003

大阪府大阪市西区京町堀三丁目８番９号
障害者就労支援施設「よろしい茸工房」の新規事業「椎茸のアヒージョ」
製造のための厨房機器の新規設置事業

3,750,000

姫路薬師寮
670-
0058

兵庫県姫路市車崎１－１３－１５ 被保護者送迎用車両の更改事業 744,000

支援の会 ひまわり
663-
8215

兵庫県西宮市今津水波町１－７ ドミトリー高木１
Ｆ

透析患者の通院支援のレベルアップを図り安全を確保する見守り事業 1,625,000

カレッジ
651-
2402

兵庫県神戸市西区岩岡町印路７０８ 障がい者就労支援のための機器（プリンター）新設事業 4,050,000

姫路弘寿会
670-
0848

兵庫県姫路市城東町竹之門６番地
特養重度介護者対応の安全安楽な入浴提供・介護職の腰痛重度者の病状軽
減の為の特殊浴槽機器増備事業

2,655,000

ネクスト
677-
0105

兵庫県多可郡多可町八千代区下村６９－１
就労継続支援Ａ型事業所の事業拡大、及び新規事業開拓のための大型乾燥
機の増備事業。

2,349,000

おかやま多機能サポートネット
714-
0096

岡山県笠岡市九番町１－２２ 「高齢者等への安否確認を兼ねた配食事業」 300,000

大地
689-
3553

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津２２８２ 障がい者が鳥取県産ブランド白ねぎを生産するための作業場整備事業 4,500,000

鳥取県看護協会
680-
0901

鳥取県鳥取市江津３１８－１
新規事業郵便局での「まちの保健室」で使用する骨密度計・血管年齢測定
器他の機器購入事業

4,363,000

とっとり県民活動活性化センター
682-
0023

鳥取県倉吉市山根５５７－１ パープルタウン２階
ＮＰＯ等が取組む課題解決、持続可能な社会づくりにむけた情報発信力強
化のための事業

1,250,000

まつえ友愛会
690-
0824

島根県松江市菅田町４３８番地１
障害福祉サービス事業所you愛の利用者増加に対応し効率よく送迎するため
の送迎車両増備事業

1,620,000

しらふじ
690-
0872

島根県松江市奥谷町３０６－１ 「しらふじに入所する利用者の送迎用車両の更改事業」 560,000

けいびん会
697-
0004

島根県浜田市久代町３０９ デイサービスやまももの家の床上浸水を防止するための改修事業 3,354,000

日本寧夏友好交流協会
690-
0012

島根県松江市古志原６－１０－５３ 介護人材確保のための島根県介護福祉士養成施設への留学生確保事業 424,000

ＹＣスタジオ
690-
0064

島根県松江市天神町８２
困難な状況にある若者等の回復と自立と交流のための”サポートファーム
＆シェアキッチン”事業

2,694,000

アンダンテ
721-
0945

広島県福山市引野町南１丁目６番１１号
2019年度ジョイ・ジョイ・ワーク引野就労継続支援Ｂ型利用者のための送
迎車(ハイエース10人乗り)整備事業

1,280,000

咲良の会
730-
0011

広島県広島市中区基町１９－２－４６０ 異なるタイプの複層的居場所づくりによって独居等高齢者を支援する事業 500,000

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所
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名称

Ｅ.G.F
759-
3204

山口県萩市大字下小川１０００
就労継続Ｂ型事業所のんきな農場阿武事業所利用者のための全天候型作業
場の設置事業

3,510,000

山口更生保護会
753-
0052

山口県山口市三和町１１番４１号 被保護者出迎え等及び処遇活動のための車両の更改事業 677,000

らでぃっしゅ福祉会
761-
8082

香川県高松市鹿角町４４５番地１ 新規パン製造販売の実施及び事業拡大に伴う改修事業 3,490,000

讃岐修斉会
763-
0091

香川県丸亀市川西町北１６５７番地 更生保護施設讃岐修斉会の被保護者用扇風機の新規整備事業 36,000

徳信会
824-
0813

福岡県京都郡みやこ町勝山宮原字アタタ原４１８番
地

勝山学園 就労継続Ｂ型事業所 施設利用者及び重度者受け入れ拡大のた
め、送迎用車両の更改事業

1,990,000

くすの木会
839-
0221

福岡県みやま市高田町下楠田２１９５番地１
障害福祉サービス事業所くすの木苑の業務効率化及び安全性向上のための
結束機の新規設置事業

504,000

福間ゆーあいの会
811-
3217

福岡県福津市中央６－１１－１２ 通所介護サービス事業利用定員増のための施設改築事業 1,080,000

夏吉睦福祉会
825-
0004

福岡県田川市大字夏吉４２０３番地の３ 障がい者支援施設あきさと園の利用者送迎用車両購入事業 1,600,000

筑後わかたけ福祉会
833-
0007

福岡県筑後市大字鶴田４７４
生活介護・就労継続支援B型事業に伴う送迎体制の拡充とメール便事業開始
のための車両の更改事業

800,000

長崎慈光園
859-
3618

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷１９５６ こども発達支援センター新規事業建設のための感覚統合器具の新規事業 3,750,000

佐世保市手をつなぐ育成会
858-
0911

長崎県佐世保市竹辺町６１－２
知的障害者グループホームにおける利用者の安全性及び施設の防災性向上
のためのスプリンクラー設置事業

1,530,000

いずみ会
854-
0513

長崎県雲仙市小浜町南本町５１８番地 よろこびの里の利用者送迎車両の更改事業 2,400,000

日田市社会福祉協議会
877-
0003

大分県日田市上城内町１番８号
日田市社会福祉協議会の災害支援活動及び災害ボランティア育成のための
災害用資機材の新規整備事業

2,050,000

がまだすサポート
869-
0105

熊本県玉名郡長洲町清源寺７７５－３
就労継続支援Ａ型「がまだす」の利用者の安定的な作業収入維持のための
オーブン導入事業

1,170,000

でんでん虫の会
862-
0976

熊本県熊本市中央区九品寺３丁目３番２６号 ひとり暮らしでも安心して暮らすことのできる地域づくり事業 3,250,000

いちごいち笑～明日香の家族～
899-
2502

鹿児島県日置市伊集院町徳重１７８６番地２ 前田
平住宅４号棟１０６

維持存続が危ぶまれる寄田地域の寄田地域民のためのひだまりハウスを活
用した日中孤立防止事業

500,000

かごしまＮＰＯ支援センター
892-
0838

鹿児島県鹿児島市新屋敷町１６番 公社ビル２１５
号

農業と福祉をつなげる「農福連携」の取組を支援することにより、障害者
就労支援作業所の工賃アップを図る事業

2,275,000

心音
891-
9111

鹿児島県大島郡和泊町手々知名５６８番地
困難を抱えた子供達の自己実現や将来の夢を選択できる社会の実現の為の
多様な支援事業

3,055,000

みらい
901-
2424

沖縄県中頭郡中城村南上原１０００－１ 学生サー
ビスセンター２F

利用者の給与を上げるための黒ウコンのタブレットの営業用サンプルのた
めの加工事業

400,000

②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業（5団体 6,840,000円）

名称

新潟県災害救援機構
942-
0271

新潟県上越市三和区錦３７７－２ 無線による災害医療支援システム構築事業 792,000

静岡県介護福祉士会
420-
0856

静岡県静岡市葵区駿府町１－７０ 静岡県総合社会
福祉会館４階

災害時に被災した福祉事業所に介護福祉士の専門職を派遣して被災地の要
配慮者の生活を支える事業

354,000

京都丹波・丹後ネットワーク
620-
0052

京都府福知山市昭和町７７ NPOと自治会の防災・減災計画のためのＢＣＰ作成講座等実地事業 1,280,000

情報セキュリティ研究所
646-
0011

和歌山県田辺市新庄町３３５３－９ (Ｂig・Ｕ内) 児童の被災時に迅速な救援をサポートするための防災訓練事業 3,915,000

朝倉市社会福祉協議会
838-
0068

福岡県朝倉市甘木１９８番地１
九州北部豪雨で被災された方々の心と体を元気にするための「笑いの健
康」講座開催事業

499,000

③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業（4団体 9,950,000円）

名称

がん研究会
135-
8550

東京都江東区有明３丁目８番３１号
増加する患者さんの待ち時間を解消するための最新の「全自動血液凝固測
定装置」導入事業

4,500,000

日本対がん協会
104-
0061

東京都中央区銀座７－１６－１２ Ｇ－７ビルディ
ング９階

がんピアサポーター・フォローアップ事業 500,000

キャンサーネットジャパン
113-
0034

東京都文京区湯島１－１０－２ 御茶の水Ｋ＆Ｋビ
ル２階

小児脳腫瘍の疾患啓発と患者・家族のための支援事業 3,750,000

静岡県結核予防会
420-
0915

静岡県静岡市葵区南瀬名町６番２０号
老健施設などの検診事業を充実するため、機材やスタッフを機動的に搬送
するワンボックスカー車両の整備事業

1,200,000

④文化財の保護を行う事業（2団体 4,500,000円）

名称

愛岐トンネル群保存再生委員会
486-
0844

愛知県春日井市鳥居松町２－８１ ポトス春日井版
編集室内

日本一の近代化産業遺産に命を吹き込む市民活動 鉄道観光資源としてよ
みがえれ！愛岐トンネル群

4,050,000

大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ
836-
0841

福岡県大牟田市築町２－８ 大牟田カメラ３階
三池炭鉱(世界文化遺産）で使役された日本在来馬の顕彰、保護、共生を目
的とした調査・啓発事業

450,000

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所

住所

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所

配分団体
使途内容 配分額（円）
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⑤青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業（26団体 25,491,000円）

名称

美馬森ＪＡＰＡＮ
981-
0414

宮城県東松島市大塚字三反田２２－１
青少年の心のケアと健康増進のためのホースセラピー及び森林環境教育モ
デル事業

800,000

明日飛子ども自立の里
963-
8403

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂東野字葉貫１３番地
２

ひきこもり状態にある若者が、8050問題に陥らないための「家から社会に
出たくなるプログラム作り」事業

3,060,000

栃木県青年会館
320-
0066

栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号 栃木県青年会館の青少年活動支援のための送迎車の増備事業 800,000

子どもっとまつど
271-
0051

千葉県松戸市馬橋２８５５番地 マンションニュー
松戸４０７号

主に学童期の子どもと障がい者との交流を図ることで「心のバリアフ
リー」を推進する事業

500,000

鎌倉てらこや
247-
0056

神奈川県鎌倉市大船１－２５－２３ 千里ビル３Ｆ
不登校・ひきこもり等を未然に防ぐための、地域・行政・大学生の連携に
よる子どもたちの居場所作り事業。

2,700,000

ムーミンの会
220-
0055

神奈川県横浜市西区浜松町１０－１０ なかまの杜 ムーミンなかま食堂事業 500,000

みんなの街
408-
0202

山梨県北杜市明野町小笠原３５６２
参加者による自己運営を目指した、自分で考え、動ける力を育むフィール
ド作り

500,000

フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
157-
0062

東京都世田谷区南烏山６－６－５ ３Ｆ
サービスラーニング教材無料教材の開発及び、主に公立学校へ出前授業実
施事業とweb連動

2,000,000

全国少年警察ボランティア協会
102-
0093

東京都千代田区平河町１丁目８番２号 山京半蔵門
パレス３０３号

インターネット利用に係る非行及び被害防止対策の推進のためのセミナー
事業

500,000

ドットジェイピー
102-
0083

東京都千代田区麹町２－１０－２ プレミアムオ
フィス３０４

青少年の「考え発信・行動する力」の養成および社会参画促進のための
「未来自治体全国大会」事業

4,500,000

石窯スマイル研究会
390-
0804

長野県松本市横田４－１－１
石窯を活用して青少年の健全育成活動を図るため活動事業「小中学生を対
象とする新規事業」

223,000

信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ
390-
0304

長野県松本市大村１０８２－４ 安全なファミリー登山を広めるための事業 447,000

アスクネット
456-
0006

愛知県名古屋市熱田区沢下町８－５ 愛知私学会館
東館３階

未来を創り出す次世代リーダー育成プログラム実施検証事業 880,000

健康推進プラネット
458-
0831

愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田９５ リベスタ鳴
海１２０３

障がいを抱える子どもたちの学校における環境作りのための健康システム
コーディネーター養成事業

500,000

日本こころのカウンセリング協会
471-
0823

愛知県豊田市今町３－７－５０ 不登校や引きこもりのサポーター養成のための講習会事業 720,000

子育ち・子育て支援ＮＰＯたんぽぽ
457-
0863

愛知県名古屋市南区豊４－１０－６ 堀田サンハイ
ツＡ-５１２

子どもの“自尊心”と“主体性”を育むための講座 300,000

仕事工房ポポロ
502-
0812

岐阜県岐阜市八代３丁目２７－８
ひきこもり状態で社会の中に居場所を見いだせない子ども・若者のための
居場所作りと手紙での交流事業

500,000

すいた体験活動クラブ
565-
0854

大阪府吹田市桃山台２－３－１０－４０２
児童たちが校庭で「サツマイモ」と「ジャガイモ」を栽培する学習支援事
業

400,000

オーシャンゲート ジャパン
542-
0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１８－６ アベ
ニュー心斎橋７０４号

青少年の健全な育成を図るためのの「気づき」「学び」「出会い」を促進
する海洋体感事業

900,000

若者応援コミュニティとりのす
700-
0807

岡山県岡山市北区伊福町４－４－３１ (２０１) 大学生による、小学生のための、課外学習推進事業 500,000

赤磐子どもＮＰＯセンター
701-
2222

岡山県赤磐市町苅田３２４ 陽なたぼっこ
地域のみんなが集う拠点施設”陽なたぼっこ”の安全確保のためのブロッ
ク塀解体と屋根改修事業

2,061,000

こども未来ネットワーク
682-
0865

鳥取県倉吉市越中町１５８３－１ メディアにたよらない子育てのススメ(おもちゃ遊び)体験事業 400,000

吉野川に生きる会
776-
0013

徳島県吉野川市鴨島町上下島８１－６ 高齢者の健康生きがいづくりと、次代の子に文化と自然環境が学べる事業 300,000

えひめ子どもチャレンジ支援機構
791-
1136

愛媛県松山市上野町甲６５０番地 愛媛県生涯学習
センター内

青少年の健全育成を支える地域教育の再構築事業のために地域教育実践交
流集会の開催

500,000

福岡教育サポート
816-
0863

福岡県春日市須玖南８－５４－２－２０２ 貧困世帯の子どもたちの学力と進路を保障するための学習支援事業 500,000

ネットポリス鹿児島
892-
0862

鹿児島県鹿児島市坂元町７－７４
青少年が正しくスマートフォン等を利活用できる環境づくりのための指導
者養成講座

500,000

⑥健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業（3団体 1,450,000円）

名称

愛夢
252-
0303

神奈川県相模原市南区相模大野３－１４－１７ Ｓ
Ａビル

青少年からシニアまでマリンスポーツ体験を通じて健康を寄与する事業 500,000

しいだコミュニティ倶楽部
829-
0331

福岡県築上郡築上町大字高塚７８７番地２ 知的障がい者のニュースポーツ体験事業 450,000

ルートプラス
811-
3209

福岡県福津市日蒔野４丁目８－１４ 子どもの”できた！”を引き出す多種目運動・スポーツ体験プロジェクト 500,000

⑦地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業 （1団体 4,000,000円）

名称

サンクチュアリエヌピーオー
433-
8123

静岡県浜松市中区幸２－１７－９ 遠州灘海岸におけるマイクロプラスチックゼロプロジェクト 4,000,000

配分団体
使途内容 配分額（円）

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所

住所

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所
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(2) 特別枠助成（18団体 46,627,000円）

東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害による被災者の救助又はその予防（復興）を目的とする事業

名称

吉里吉里国
028-
1101

岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里三丁目４０４－４４ 大槌の地域復興のための森林の再生と人材の育成事業 3,600,000

サンガ岩手
020-
0006

岩手県盛岡市本宮５－１０－１３ 岩手県盛岡市と大槌町における生活支援を実施する為の福祉車両整備事業 1,530,000

桜ライン３１１
029-
2205

岩手県陸前高田市高田町字大隅９３－１ 高田大隅
つどいの丘商店街９号

東日本大震災の教訓を被災地だけではなく、全国に伝え次の災害での人的
被害軽減に繋げる植樹事業

3,750,000

「居場所」創造プロジェクト
022-
0001

岩手県大船渡市末崎町字平林５４－１ 「居場所ハウス」における被災者の生活環境改善のための復興支援事業 2,400,000

復興支援士業ネットワーク
983-
0838

宮城県仙台市宮城野区二の森２－２０
精神疾患障害等の被災者の就職促進・就労移行支援後のサポート体制構築
の向上を図るための復興支援事業

2,800,000

仙台夜まわりグループ
983-
0044

宮城県仙台市宮城野区宮千代２丁目１０番１２号
「仙台、宮城、東北全域の被災者・生活困窮者のための相談業務、生活取
り戻しの伴走、中間的就労提供事業」

2,610,000

亘理いちごっこ
989-
2351

宮城県亘理郡亘理町字南町東１０－１ 食と音楽による仙南を中心とした活性化プロジェクト 3,250,000

福島やさい畑～復興プロジェクト
964-
0906

福島県二本松市若宮１－３７０
震災後の根強い風評被害により苦戦する福島産農産物を首都圏に車で販売
に行く復興活動事業

2,640,000

会津地域連携センター
965-
0035

福島県会津若松市馬場町１－２０－２Ｆ 会津に避難されている方への生活応援・交流・コミュニティ再生事業 2,240,000

Bridge for Fukushima
960-
8061

福島県福島市五月町２－２２ 福島の高校生・大学生による復興課題解決事業 2,080,000

ビーンズふくしま
960-
8066

福島県福島市矢剣町２２－５
避難生活を送る子どものための「遊び」「学習」「体験活動」を通した居
場所づくりと避難子育て家庭支援活動

4,500,000

フォトサルベージの輪
277-
0871

千葉県柏市若柴１－２５ レジデンス北斗４０５号
柏の葉ワークサイト (KWS)

西日本豪雨及び東日本大震災の被災写真を修復・返却するための災害救済
事業

2,320,000

全日本企業福祉協会
215-
0005

神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘８－１１－１４
東日本大震災避難者が避難者のために、避難地の遊休農地を活用した交流
の場づくり支援事業

2,320,000

神戸まちづくり研究所
658-
0013

兵庫県神戸市東灘区深江北町４丁目８番１９－２０
２号

専門家集団による被災経験を活かした「復興地域づくり」支援事業 1,690,000

ペアレント・サポートすてっぷ
710-
0036

岡山県倉敷市粒浦２１７－２
西日本豪雨災害復興事業”支える人を支える”～障害児の保護者と支援者
のためのツイン・プロジェクト～

2,700,000

藤田学院
682-
8555

鳥取県倉吉市福庭８５４番地 西日本豪雨災害の被災者のための健康づくり支援事業 1,557,000

福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト
760-
0022

香川県高松市西内町７－２５
福島の子どもたちの保養を通して被災地と香川をつなぎ息長い被災地支援
の輪を広げる事業

640,000

ＡＣＴくまもと
860-
0823

熊本県熊本市中央区世安町２１２－４－４０３
熊本地震被災者の心のケア・自立支援を図り、仮設退去後のコミュニティ
に積極的に参加できるようにする事業

4,000,000

(3) 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に必要な資金（1団体 98,713,614円）

名称

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会

105-
6308

東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー８
階

技術役員ユニフォームの開発にかかる事業 98,713,614

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所
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○ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に必要な資金（1団体 12,819,999円）

名称

公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委
員会

160-
0013

東京都新宿区霞ヶ丘町4-1 ラグビーワールドカップ2019大会100日前イベント開催 12,819,999

６ 特殊切手「ラグビーワールドカップ2019
TM
（寄附金付）」に付加された寄附金の配分団体及び配分額につ

いて

配分団体
使途内容 配分額（円）

住所
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８ 関係法令条文 

 

○お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号） 

第二条 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その

発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。  
一 発行の数  
二 販売期間  
三 くじ引の期日  
四 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数 
五 前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続 

 
（寄附金付郵便葉書等の発行）  

第五条 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便

切手（お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。）

を発行することができる。  
２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必

要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。 
一 社会福祉の増進を目的とする事業  
二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を

行う事業  
三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を

行う事業 
四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 
五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事

故の発生若しくは水難の防止を行う事業  
六 文化財の保護を行う事業 
七 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 
八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業  
九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業   
十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に

生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業 
３ 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発

行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該寄附金付

郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年

玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項

のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。  
一 寄附目的  
二 発行の数  
三 販売期間  
四 付加される寄附金の額  

４ 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。 
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（寄附の委託）  

第六条 会社（寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含

む。）から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金

付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につ

き前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社

に委託したものとする。 
 

（寄附金の処理等）  

第七条 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめる

ものとする。  
２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金（次条及び第九条を除き、

以下単に「寄附金」という。）の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費

用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金

の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に

要する費用の額を控除するものとする。 
３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五

条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附

金を配分すべきもの（以下「配分団体」という。）及び当該団体ごとの配分

すべき額を決定するものとする。 
４ 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附

金（以下「配分金」という。）の使途の適正を確保するために当該配分団体

が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての

監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
５ 会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体

が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する

事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。 
６ 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公

表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を

当該配分団体に通知しなければならない。 
 

第八条 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全

部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又

は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日

以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書（第

一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。）にその

額が表示されている寄附金とみなす。  
 

（寄附金の経理等）  

第九条 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合

において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充て

るものとする。  
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２ 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。 

 

第十条 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間にお

ける寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 

 

（協議等）  

第十一条 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附

金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議

会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する

機関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。 
 

（政令への委任）  

第十二条 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、

政令で定める。 
 
（罰則） 

第十三条 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない

場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の

取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。 
 
 
○お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令（昭和３３年政令第２７９号） 

 

（寄附金の配分を受けようとする団体の公募） 

第一条 日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、お年玉付郵便葉書等

に関する法律 （以下「法」という。）第七条第三項 の規定による決定をし

ようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受

けようとする団体を公募しなければならない。 
 
（審議会等で政令で定めるもの）  

第四条 法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行

政審議会とする。 
 
 
○平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別

措置法（平成２７年法律第３３号） 

 
第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例 

第十五条 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和二十四年法律第二百二十四

号）第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定する

もののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充て

ることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織

委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。 
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○平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法（平成２７年法律第３

４号） 

 

第二章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例 

第二条 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和二十四年法律第二百二十四号）

第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもの

のほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とす

る公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会（平成二十四年

五月十日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という

名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。）が調達するラ

グビーワールドカップ大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附

目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項

の団体とみなして、同法の規定を適用する。 

17




